
今後の「少年自然の家のあり方」について

１ 平成 23 年度 都市経営戦略会議の付議内容

２ 児童生徒数の推移

３ 増築規模   宿泊室２０部屋（２００人規模）

４ 増築後の概要

５ スケジュール

Ｈ２２ Ｈ２７ Ｈ３２ Ｈ３７ Ｈ４２ Ｈ４７

児童数（小５） １１，４４５ １０，８７３ １０，５２９ １０，１８６ ８，９２７ ８，２４０

生徒数（中２） １０，４５１ ９，９３２ ９，６２１ ９，３１０ ８，１６９ ７，５４７

計 ２１，８９６ ２０，８０５ ２０，１５０ １９，４９６ １７，０９６ １５，７８７

※出典：国立社会保障・人口問題研究所「男女・年齢（５歳）階級別の推計結果さいたま市版」
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他の政令指定都市にはない、日本一の教育活動が可能になる

○指導主事を配置し、その指導助言により、すべての児童生徒を対象に小中学

校を通して質の高い自然体験活動・集団宿泊活動を実施できるようになる。

〈小学校で夏季に登山・野外炊飯等を、中学校で冬季にスキー・雪国の自然体験活動を実施で

き、義務教育９年間を通して２回の大きな自然体験の機会を体系的に位置づけられる。〉

都市経営戦略会議に付議（７月）

【内容】・少年自然の家を舘岩に一本化する方向で調整すること

・精査項目

了承

① 児童生徒数の推移

② 増改築の規模等

旧館（既存） 新館（増築） 計

構造・階数
ＲＣ造 地上２階建て

一部５階建て
ＲＣ造 地上２階建て

収容人数 ３６０人 ２００人 ５６０人

延べ床面積 ７，８１０㎡ ４，０００㎡ １１，８１０㎡

宿泊室数等

宿泊室（３６）

リーダー室（２）

医務室

食堂（２６４席）

浴室（温泉）

※講師室（４）

※研修室（２）

※天体観測室

※体育館

宿泊室（２０）

リーダー室（２）

食堂（２００席）

浴室（温泉）

※印は旧・新館で兼用

宿泊室（５６）

最大入所 ９クラスまで ５クラスまで １４クラスまで

正規職員数 現在 ： １２人 （舘岩） ＋ ２人 （赤城） ⇒ １４人

※ 平成４７年度の必要宿泊室数をもとに、増築規模を設定した。

平成３２年度 平成４７年度

生徒数（中２） ９,６２１人 ７,５４７人

新館入所校の最大クラス数 ５クラス ４クラス

必要宿泊室数 ２４部屋（２０＋４） ２０部屋（１６＋４）

（１）中学校は小学校に比べ、入所利用期間が短く（１月上旬～３月上旬）、また１学校当りの生徒数も多いので、中学校が

入所できる規模で増築すれば小学校も入所可能であるため、生徒数（中２）を基準にした。

（2）中学校の入所に際しての基本的方針

① 中学校は冬期間（１月上旬～３月上旬）の２７コマとする。

② 中学校が２校同時入所する場合は、各校が旧館又は新館のどちらか一方に入所することとし、１校の生徒を旧館及び

新館に分割して入所させることは、生徒指導上の無理があるため行わない。（男女間の問題等によるもの）

③ １回の入所校数は、生徒指導上の無理があるため３校を上限とする。（移動の導線等によるもの）

④ 必要宿泊室数＝クラス数×４（男子２・女子２）＋４部屋（保健室・インフルエンザ緊急対応室等）

（３）平成３２年度の必要宿泊室数の不足（４部屋）については、しばらくの間旧館研修室を工夫し対応する。

平成２５年８月２３日 都市経営戦略会議 資料

教育委員会 学校教育部 舘岩少年自然の家


